
春日部市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例              

春日部市放課後児童クラブ条例（平成１７年条例第９４号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。 

改正後 改正前 

（名称、位置及び定員） （名称、位置及び定員） 

第２条  第２条  

名称 位置 名称 位置 

中野放課後児童クラ

ブ 

春日部市東中野654

番地 

中野放課後児童クラ

ブ 

春日部市東中野654

番地 

江戸川放課後児童ク

ラブ 

春日部市上吉妻１番

地 

（入室の資格） （入室の資格） 

第５条 児童クラブに入室できる者は、春日部市

立小学校及び春日部市立義務教育学校（前期課

程に限る。）（以下これらを「学校」という。）

に在学する児童であって、かつ、保護者が就労

等のため放課後等に常時留守となっている家庭

の児童（次条において「留守家庭児童」という。）

とする。ただし、市長が必要と認めるときは、

この限りでない。 

第５条 児童クラブに入室できる者は、春日部市

立小学校（以下「学校」という。）に在学する

児童であって、かつ、保護者が就労等のため放

課後等に常時留守となっている家庭の児童（次

条において「留守家庭児童」という。）とする。

ただし、市長が必要と認めるときは、この限り

でない。 

（保育時間） （保育時間） 

第８条  第８条  

(１) 学校の授業日の月曜日から金曜日までに

あっては、学校の放課後から午後７時までと

する。 

(１) 学校の授業日の月曜日から金曜日までに

あっては、学校の放課後から午後６時30分ま

でとする。 

(２) 学校の休業日の月曜日から土曜日までに

あっては、午前７時30分から午後７時までと

する。 

(２) 学校の休業日の月曜日から土曜日までに

あっては午前８時から午後６時30分までとす

る。 

（保育料） （保育料） 

第10条  

２ 前項の保育料の額は、入室児童１人につき月

額9,000円とする。 

第10条  

２ 前項の保育料の額は、入室児童１人につき月

額8,000円とする。 

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の第１０条第２項の規定は、平成３１年４月分以後の月分の保育料について適用



し、同年３月分までの保育料については、なお従前の例による。

 （春日部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正）

３ 春日部市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６

年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句をそれに対応する改正後の欄の下線が引

かれた字句に改める。 

改正後 改正前 

（放課後児童健全育成事業の一般原則） （放課後児童健全育成事業の一般原則） 

第６条 放課後児童健全育成事業における支援

は、小学校及び義務教育学校（前期課程に限る。）

（第19条において「小学校」という。）に就学

している児童であって、その保護者が労働等に

より昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域

等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊

びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、

社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の

確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を

図ることを目的として行われなければならな

い。 

第６条 放課後児童健全育成事業における支援

は、小学校に就学している児童であって、その

保護者が労働等により昼間家庭にいないものに

つき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に

応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、

当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、

基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該

児童の健全な育成を図ることを目的として行わ

れなければならない。 

（関係機関との連携） （関係機関との連携） 

第21条 放課後児童健全育成事業者は、市、児童

福祉施設並びに利用者の通学する小学校及び義

務教育学校等関係機関と密接に連携して利用者

の支援に当たらなければならない。 

第21条 放課後児童健全育成事業者は、市、児童

福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関

と密接に連携して利用者の支援に当たらなけれ

ばならない。 


